
⼤和都市計画道路に関する都市計画の
変更案を作成するための公聴会

３・３・５３（都）御所⾼取線の変更（県決定）
３・２・３ （都）橿原御所線の変更（県決定）

⼤和都市計画道路の変更について
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１．令和元年の都市計画変更の概要
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１．令和元年の都市計画変更の概要
（１）対象としている都市計画道路
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１．令和元年の都市計画変更の概要
（２）都市計画道路の概要

３･３･５３(都)御所高取線
【起 点】御所市本馬
【終 点】高取町清水谷
【延 ⻑】約6.2㎞
【幅 員】26m

（21ｍ〜43ｍ）
【⾞線数】 4⾞線

 令和元年に都市計画変更
• 橿原市川⻄町から⾼取町兵庫の区間を廃⽌
• 御所市本馬から高取町兵庫の区間を都市計画決定
• 名称を御所⾼取線に変更
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１．令和元年の都市計画変更の概要
（２）都市計画道路の概要

３･２･３(都)橿原御所線

 令和元年に都市計画変更
• 御所インターチェンジ前交差点から緑町東交差点までの区間について、
⾞線を２⾞線から４⾞線に変更することに伴う区域変更
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【起 点】橿原市新堂町
【終 点】御所市條
【延 ⻑】約6.9㎞
【幅 員】38m

（38ｍ〜350ｍ）
【⾞線数】 2⾞線・4⾞線



 （都）御所⾼取線は、京奈和⾃動⾞道と国道１６９号を結ぶ道路となります。
京奈和⾃動⾞道と国道１６９号とのアクセス性向上による、中南和地域の活性化
及び災害に強い道路ネットワークの形成を図るため、整備が必要です。

 「奈良県道路整備基本計画」において、県⼟の骨格を形成すべき、特に重要な
路線網である「骨格幹線道路ネットワーク」として、（都）御所⾼取線を位置付
けており、重点的な整備を推進することとしています。

（都）御所高取線

１．令和元年の都市計画変更の概要
（３）整備の必要性
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京奈和⾃動⾞道と国道１６９号とのアクセス性向上による、
中南和地域の活性化、及び、災害に強い道路ネットワークの形成

（都）御所高取線に通過交通が転換されることによる、
国道１６９号等の混雑の緩和及び周辺⽣活道路の交通安全性の向上

⾞道の両側に歩道が整備されることによる安全で快適な歩⾏空間
の確保

都市計画道路 御所高取線の整備により、以下の効果があります。

１．令和元年の都市計画変更の概要
（４）主な整備効果
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２．（都）御所⾼取線の変更概要
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２．（都）御所⾼取線の変更概要
（１）（都）御所⾼取線の変更の概要
【区 間】（起点）御所市本馬

（終点）高取町清水谷
【延 ⻑】 約6.2㎞
《 変更の内容 》

 御所市本馬から高取町兵庫ま
での約2,950mの区間につきま
して、測量・設計等の結果を
踏まえ道路構造の詳細が確定
し、法⾯の範囲など道路の区
域が明確になったことに伴い、
都市計画の区域を変更
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２．（都）御所⾼取線の変更概要
（２）（都）御所⾼取線の変更の内容（新旧対照図）

県道御所高取線
との交差部

凡 例追 加変更なし削 除

満願寺川

京奈和⾃動⾞道緑町東
交差点

玉手
交差点

掖上小学校

ＡＡ’ 「測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 7JHs 760」

Ａ-A’ 横断図
盛土
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県道 御所高取線
本馬川



２．（都）御所⾼取線の変更概要
（２）（都）御所⾼取線の変更の内容（新旧対照図）

ＢＢ’
県道⼾⽑久⽶線
との交差部

主要地方道
橿原高取線
との交差部

「測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 7JHs 760」

Ｂ-Ｂ’ 横断図
盛土
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凡 例追 加変更なし削 除



２．（都）御所⾼取線の変更概要
（２）（都）御所⾼取線の変更の内容（新旧対照図）

兵庫
交差点

ＣＣ’

凡 例追 加変更なし削 除「測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 7JHs 760」
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Ｃ-Ｃ’ 横断図
切⼟



３．（都）橿原御所線の変更概要
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３．（都）橿原御所線の変更概要
（１）（都） 橿原御所線の変更の概要
【区 間】（起点）橿原市新堂町

（終点）御所市條
【延 ⻑】 約6.9㎞
《 変更の内容 》

 御所インターチェンジ前交差点（御所市
本馬）から緑町東交差点（御所市本馬）
までの約360mの区間につきまして、測
量・設計等の結果を踏まえ道路構造の詳
細が確定し、法⾯の範囲など道路の区域
が明確になったことに伴い、都市計画の
区域変更
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３．（都）橿原御所線の変更概要
（２）（都）橿原御所線の変更の内容（新旧対照図）

「測量法に基づく国⼟地理院⻑承認（使⽤）R 7JHs 760」凡 例追 加変更なし削 除

京奈和⾃動⾞道
緑町東
交差点

玉手
交差点 掖上小学校

御所インター
チェンジ前
交差点

Ｄ-Ｄ’ 横断図
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本馬川
ＤＤ’



４．今後の都市計画の手続き
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４．今後の都市計画の手続き
（１）都市計画で定める内容

路線 縮尺１／２，５００の地図上に、位置および区域を表示
基本的な構造 道路の⾞線数、幅員、構造形式（平面、高架など）
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計画書（御所高取線）

計画書（橿原御所線）



４．今後の都市計画の手続き
（２）都市計画の⼿続きの流れ（その１）

都市計画原案の作成
都市計画の原案の⽴案

地元説明会

公聴会

都市計画の変更案の作成

公告・縦覧・意⾒書の提出

地元説明会の実施

公聴会の実施

説明会等の意⾒を踏まえた
都市計画案作成

（県）

（２週間）

（その２）

閲覧期間
3月 2日
〜

3月17日
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４．今後の都市計画の手続き
（２）都市計画の⼿続きの流れ（その２）

関係市町（御所市・高取町）
の意⾒聴収

関係市町の意⾒

奈良県都市計画審議会

国の同意（国土交通大臣）

都市計画変更の決定告⽰

奈良県都市計画審議会への
付議、審議「軽易な変更」の

ため今回の変更に
おいては不要
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５．建築の規制
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５．建築の規制
（１）都市計画法第５３条

都市計画決定後は、都市計画法第５３条により定められた建築の規制
を受けることになります。

《 計画区域内での建築規制 》

現況

将来

都市計画道路予定地 都市計画道路予定地
建築規制範囲 建築規制範囲
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５．建築の規制
（２）都市計画法第５３条第１項の規定による建築の許可

都市計画施設等の区域内において建築物を建築する場合は、知事等
の許可が必要となります。

（３）都市計画法第５４条の規定による許可の基準
階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと
主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これら
に類する構造であること

これらの要件に該当し、かつ、容易に移転し、⼜は除去できると認
められること
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